
 
 
 

公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
四
号
） 

１ 

一
般
社
団
法
人
日
本
映
像
倫
理
審
査
機
構
の
事
業
が
一
般
社
団
法
人
映
像
倫
理
機
構
に

承
継
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
青
少
年
の
視
聴
を
不
適
当
と
す
る
図
書
等
の
審
査
を
行
う
団

体
の
指
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
の
二
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 
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